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《参考資料》 

 港内の津波対策を検討するにあたって参考となる資料を取りまとめた。 
 

 津波の特徴 １

 

1-1 津波とは 
津波は、海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降や海底における地滑りなどにより、

その周辺の海水が上下に変動することによって引き起こされる。発生した海水面の動き(上下動)
が、沿岸に達すると急に高くなる。「津波」とは津（港）に襲ってくる、異常に大きな波の意。 

外国の沿岸で発生して日本沿岸に影響する津波（遠地津波）では、地震発生から到達までの時

間が長いが、日本周辺で発生した津波（近地津波）では地震発生から到達までの時間が短い。 
 
(1) 津波の高さ 

津波の高さとは、平常潮位と津波により上昇した海面の高さとの差である。用語の整理を表 1
に示す。津波の高さ概念図を図 1 に、津波の高さと周期を図 2 に示す。 

 
表 1 用語の整理 

平常潮位 過去に観測された潮位データの解析をもとにして計算した潮

位の予測値（天文潮位）。 
津波が来なかった場合に予想される水位。 

津波の高さ 平常潮位と津波により上昇した海面の高さとの差。 
浸水深 浸水域の水面から地面までの深さ。 
痕跡高（遡上高、浸水高） 平常潮位から津波痕跡までの高さの差。痕跡高の中に浸水高と

遡上高が含まれる。 
波高 引き続く水位上昇（山）と下降（谷）との差。（全振幅） 
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資料：気象庁ＨＰ 

図 1 津波の高さ概念図 

 
 

 
資料：日本気象協会ＨＰ 

図 2 津波の高さと周期 

 
(2) 津波の規模 

沿岸での津波高と津波の影響した海岸線の広がりとを考慮して、津波の規模階級 m が表 2 の

ように定義されている。これを今村・飯田の津波マグニチュードという。 
 

表 2 津波の規模階級（今村・飯田スケール） 

規模階級 m 津波の高さ 全エネルギー 
×1022 (erg) 

被害日程 

-1 0.5m 以下 0.06 なし 
0 1m 程度 0.25 非常にわずかの被害 
1 2m 程度 1 海岸および船の被害 
2 4~6m 程度 4 若干の内陸までの被害や人的損失 
3 10~20m 程度 16 400km 以上の海岸線に顕著な被害

4 30m 以上 64 500km 以上の海岸線に顕著な被害

 
波源に近い沿岸での津波遡上高と、広域の地域で得られた検潮記録を併用して、今村・飯田ス

ケールに調和的な津波マグニチュードを決める方法を、羽鳥が次のように提案している。 
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 m＝2.7logH＋2.7logΔ－4.3 (1.1) 
Δ(km)：震央から観測点までの海洋上の最短距離(20～2000km の範囲)、H(cm)：距 離Δでの

検潮記録の最大全振幅及び遡上痕跡高である。  
一方、阿部の導入した Mt があり、これも津波マグニチュードと呼ばれ、次式で表される。  

 Mt＝logH＋logΔ＋5.55 (1.2) 
Δ(km)：震央から観測点までの海洋上の最短距離、H(m)：距離Δでの検潮記録の最大全振幅で

ある。これは波源での津波の大きさ及び津波を起こした地震の断層運動の大きさとも関連づけら

れた量である。  
二つの津波マグニチュードは次式で換算される。 

 Mt＝0.37ｍ＋7.1 (1.3) 
 

1-2 津波発生の条件 
(1) 発生機構 

地震は、地下の岩盤が破壊して断層ができることで起こる。断層には図に示すような種類があ

る。 
 縦ずれ 断層が海底にまで達したとき、海底に変動が生じて津波は発生することが多い。 
 日本近海においては縦ずれ断層が多く、 海域で地震が発生した場合は、津波の発生を念

頭に置かなければならない。 
 津波地震と呼ばれる、地震のマグニチュードが小さいにも関わらず、大きな津波を発生さ

せる地震もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3 断層の種類 

 
また、陸域からの大量土砂流入や、火山噴火、隕石衝突等によっても津波が発生することもあ

る。 
 
(2) 震源の深さ 

津波は海底地盤の変動により発生し、海底から海面までの海水全体が動くため莫大なエネルギ

ーが必要とされる。震源が深いほど、津波は起こりにくくなる。 
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過去の記録から、80km 以上の深い地震では、津波はほとんど発生しないと考えられ、50～80km
では弱い津波となり、それより浅い震源のときは強い津波になる。近い将来に発生が予想されて

いる東海地震や東南海・南海地震も、比較的震源が浅い地震であると考えられている。 
 

1-3 津波の性質 
1-3-1 津波の伝搬 

地震動の伝播速度に比べて、水を媒体とする津波の伝播速度は非常に遅い。震源が陸より遠い

場合には、津波は地震より遅れてやってくる。また、地震は距離減衰するのに対し、津波は長波

であるため、ほとんど減衰することなく遠方にまで伝わる。 
 

津波の伝播速度（波速）は、次の式で表される。 
 V H (1.4) 

 V ∶波速 m/sec  g ∶重力加速度 9.8m/sec  H ∶水深 m である。 
 

浅い海域に進行して来た津波の波高は高くなる。波高は次式で表され、「グリーンの法則」と

呼ばれる。（図 4 参照） 
 h ∝ 1 √H⁄  (1.5) 

 H ∶水深 m  h ∶波高 m である。 
 

 
※仮に水深 5000m で 1.0m の水位上昇があった場合、水深 1m の沿岸では 8.4m の波高となる 

図 4 水深に対する津波の波高・速度 
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1-3-2 津波の流速 
津波が進行して行くときの流速（水粒子の運動速度）は、次式で表される。 

U ∙ H⁄   U ∶津波の流速 m/sec  ∶波面の静水面からの高さ m 	 
∶重力の加速度 9.8m/sec  H ∶ 	水深 m  

水深 10m、高さ 2m の津波では約 2m/sec の流速が発生し、波の高さが同じなら水深が浅い

所ほど流速は大きくなる。 
 

1-3-3 津波の周期 
津波の周期は津波の波源域の大きさや水深など津波の発生条件や、波源域からの距離や伝播経

路、到達地点の湾の形状などによって変化する。波長は波速と周期との積で次式のように表され

る。 
 L＝T・V (1.6) 

L：波長(m) T：周期(sec) V ∶波速 m/sec である。 
 

 津波の周期は、通常震源に近い程短く、震源から遠ざかるにつれて長くなる傾向がある。 
 津波の周期は一般に数分ないし数 10 分である。 
 我が国の湾の固有周期もまた数分～数 10 分のものが多く、津波の周期が湾の固有周期に

近い場合は、共振して津波の波高がさらに高くなることがある。 
 東海地震では、津波の周期はおおむね 5 分から 15 分程度と推定されている。 

 
1-3-4 津波の変形特性 

一般に、地殻変動量と初期海面変動量には相関があり、同程度となる。しかし、沿岸部での津

波高と地殻変動量には相関がなく、地域によって津波高は大きく異なる場合がある。 
 

(1) 水路幅の影響 
幅が狭くなる湾に進行して来た津波の波高は高くなる。 

 h ∝ 1 √W⁄  (1.7) 
h：波高 W：水深が一様な湾の幅である。 

 
(2) セイシュ(共振効果) 
湾内や港内で起こりやすい振動に近い周期の津波が進行してくると、湾内での振動がどんどん

増幅される。これが湾による共振効果(セイシュ)である。 
奥行きの長い湾では、チリ津波のような遠地津波に共鳴し、短い湾では、近地津波に共鳴する。 

 
(3) ボア(段波) 
大河の河口から大潮のときの上げ潮で発生するボアと同じような段波が、津波によっても発生

することが確認されており、強力な破壊力をもっている。 
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(4) 津波の屈折 
浅い海域があるところでは波速が遅くなるので、津波の進行方向が浅い海域を抱き込むように

曲がるため、その背後で津波が高くなることがある。 
 

(5) 津波の回折 
浅い所を伝わる津波は深い所を伝わる津波よりも遅れる。従って伝播する海域中に浅い海域が

あると、津波の進行方向は、浅い海域を抱き込むように曲がるため、それが凸レンズのような役

割をして、その背後で津波が高くなることがある。 
 

1-3-5 津波の押し・引き 
最初に来襲する津波(第１波)で海面が上がる場合を「押し」、下がる場合を「引き」と呼ぶ。一

般に地震によって海底は、隆起する場所と沈降する場所の両方があり、海面もこれにより上下す

るが、最初に海岸に伝わって来る津波は、この波源の上下した分布と海岸との位置関係で決まる。 
来襲した津波は海側から退いていくから、水面勾配で海の方へ戻って行く。 
このとき海の方が地盤高は低く、水面は十分低くなることができるから、水面勾配は、津波が

来襲したときより急となり、引き波の流速は大きくなる。 
また、引き波は比較的長時間継続することにも留意を要する。 
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 過去の津波による被害 ２

2-1 過去の津波事例 
日本及びその周辺の沿岸で発生した主な巨大津波の状況を表 3 に示す。 

 
表 3 日本の巨大津波表 

 
出典：海の自然と災害 宇野木 早苗 著 

 
  

発生年 
波源域 

マグニチュード 
影響範囲 

犠牲者数

西暦 和暦 地震 津波 人 

 6 8 4 / 1 1 / 2 9 天武 12 東海・南海道沖 8.4 3 東海～南海道 

 8 6 9 /  7 / 1 3 貞観 11 三陸沖 8.6 4 三陸 1,000

 8 8 7 /  8 / 2 6 仁和 3 紀伊沖 8.6 3 四国・紀伊・大阪 

1 0 9 6 / 1 2 / 1 7 永長 1 東海沖 8.4 3 駿河・伊勢 

1 0 9 9 /  2 / 2 2 康和 1 南海道沖 8 3? 南海道 

1 3 6 1 /  8 /  3 正平 16 紀伊沖 8.4 3 四国・大阪 

1 4 9 8 /  9 / 2 0 明応 7 東海沖 8.6 3 東海・伊勢・関東 5,000

1 6 0 5 /  2 /  3 慶長 9 房総・南海道沖 8 3 東海・南海道・房総 3,800

1 6 1 1 / 1 2 /  2 慶長 16 三陸沖 8.1 4 三陸・北海道 6,800

1 6 7 7 / 1 1 /  4 延宝 5 房総沖 8 3 宮城～房総 500

1 7 0 3 / 1 2 / 3 1 元禄 16 房総近海 8.2 3 南関東 5,233

1 7 0 7 / 1 0 / 2 8 宝永 4 東海・南海道沖 8.4 4 東海・南海道・大阪 4,900

1 7 4 1 /  8 / 2 9 寛保 1 北海道南西沖 7.5? 3 渡島・津軽・佐渡 1,467

1 7 7 1 /  4 / 2 4 明和 8 沖縄石垣島沖 7.4 4 石垣島・宮古島 11,861

1 8 5 4 / 1 2 / 2 3 安政 1 東海沖 8.4 3 東海・伊勢・熊野 900

1 8 5 4 / 1 2 / 2 4 安政 1 南海道沖 8.4 3 南海道・大阪 3,000

1 8 0 6 /  6 / 1 5 明治 29 三陸沖 7.6 3～4 三陸・北海道 27,172

1 9 3 3 /  3 /  3 昭和 8 三陸沖 8.3 3 三陸・北海道 3,008

1 9 4 4 / 1 2 /  7 昭和 19 熊野灘 8 2.5 三重 998

1 9 4 6 / 1 2 / 2 1 昭和 21 紀伊沖 8.1 2.5 四国・和歌山 1,330

1 9 6 0 /  5 / 2 4 昭和 34 チリ南部沖 9.4 4 日本太平洋岸全域 142

1 9 8 3 /  5 / 2 6 昭和 58 秋田・青森沖 7.7 3 東北・北海道 100

1 9 9 3 /  7 / 1 2 平成 5 北海道南西沖 7.8 3 奥尻島・北海道 230

2 0 1 1 /  3 / 1 1 平成 23 東北・関東沖 9 4 青森～茨城 約 20,000
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2-2 東北地方太平洋沖地震の概要 
気象庁が発表した概要について以下に示す。 

 

 
資料：平成 23 年 5 月 28 日 第 1 回 東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会 参考資料１より抜粋 
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 今後予想される地震 ３

 
日本付近で予想されている地震のうち、中央防災会議が検討対象としている大規模地震を

図 5 に示す。 
 

 
資料：内閣府ＨＰ 

図 5 中央防災会議が検討対象とした大規模地震 
 
 
3-1 南海トラフ巨大地震 

南海トラフ巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津波については、平成

23 年 8 月に内閣府に設置された「南海トラフの巨大地震モデル検討会」（座長：阿部勝征東京大

学名誉教授、以下「モデル検討会」という。）において検討が進められた。 
 
 関東から四国・九州にかけての極めて広い範囲で強い揺れと巨大な津波が想定される。 
 津波については、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大ク

ラスの津波を想定した結果、津波高 10m 以上の巨大な津波が 13 都県にわたる広い範囲で

襲来することが想定される。 
 

また、モデル検討会による震度分布・津波高の発表を受け、人的・物的被害や経済被害等の推

計及び被害シナリオを検討するとともに、東日本大震災の教訓を踏まえた南海トラフ巨大地震対

策の方向性等について検討するために、中央防災会議「防災対策推進検討会議」の下にワーキン

ググループが設置された。 
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平成 24 年 4 月 20 日に南海トラフ巨大地震を対象として具体的な対策の検討を開始し、平成

25 年 5 月に「南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）」がとりまとめられた。 
（参考 URL：http://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/index.html） 

 
 南海トラフ巨大地震の想定震源断層域（図 6） 
 震度分布の推計 

検討された 4 ケースは、次のとおりである。 
①基本ケース：中央防災会議による東海地震、東南海・南海地震の検討結果 

を参考に設定したもの 
②東側ケース：基本ケースの強震動生成域を、やや東側（トラフ軸から見て、 

トラフ軸に概ね平行に右側）の場所に設定したもの 
③西側ケース：基本ケースの強震動生成域を、やや西側（トラフ軸から見て、 

トラフ軸に概ね平行に左側）の場所に設定したもの 
④陸側ケース：基本ケースの強震動生成域を、可能性がある範囲で最も陸域 

側（プレート境界面の深い側）の場所に設定したもの 
 
これら各ケースの震度と経験的手法による震度の最大値の分布図を図 7 に示す。この分布

図はあくまで 5 つのケースの最大値を示したものであり、一つの地震でこのような震度分布

が生じるものではないことに留意が必要である。 
 

 津波高等の推計 
検討ケースについては、大すべり域及び超大すべり域が 1 箇所の場合を「基本的な検

討ケース」（計 5 ケース）とし、「その他派生的な検討ケース」（計 6 ケース）を加えた

合計 11 ケースのそれぞれについて津波高・浸水域等が推計された。 
「基本的な検討ケース」による津波高分布図の一例（基本的な検討ケースのケース①）

を図 8 に示す。 
他の検討ケースについては「南海トラフの巨大地震モデル検討会（第二次報告）津波

断層モデル編―津波断層モデルと津波高・浸水域等について－」に記載されている。 
 時間差を持って地震が発生した場合の津波 

モデル検討会において、津波断層域が幾つかの地震に分かれて時間差で破壊する場合

の津波を検討した。その結果、東側モデルと西側モデルの時間差発生の津波高は、最大

クラスの津波高を超えることは無いことが確認された。 
 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ最終報告の概要（表 4） 
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【ケース①「駿河湾～紀伊半島沖」に「大すべり域＋超大すべり域」を設定】 

資料：平成 25 年 5 月 南海トラフ巨大地震対策について（最終報告）別添資料 1 の P.10 より抜粋 

図 8 波高分布地図 
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3-2 首都直下地震及び相模トラフ地震等 
平成 24 年 5 月、内閣府に「首都直下地震モデル検討会」が設置され、現行の首都直下地震モデ

ルによる震度分布・津波高等に加え、現時点の最新の科学的知見に基づきあらゆる可能性を考慮

した相模トラフ沿いで発生する最大クラスの巨大地震モデルによる震度分布・津波高等を検討す

ることとされた。 
本節では、この検討会における資料（首都の M7 クラスの地震及び相模トラフ沿いの M8 クラ

スの地震等の震源断層モデルと震度分布・津波高等に関する報告書）を基に、首都直下地震及び

相模トラフ地震等の概要について、整理した。 
（参考 URL：http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/index.html） 

 
 首都及びその周辺地域では、過去、マグニチュード（M）7 や 8 クラスの地震が発生して

いる。 
 この地域で発生する地震の様相は極めて多様であり、これら地震の発生様式は概ね次のよ

うに分類される。 
① 地殻内（北米プレートまたはフィリピン海プレート）の浅い地震 
② フィリピン海プレートと北米プレートとの境界の地震 
③ フィリピン海プレート内の地震 
④ フィリピン海プレートと太平洋プレートとの境界の地震 
⑤ 太平洋プレート内の地震 
⑥ フィリピン海プレート及び北米プレートと太平洋プレートとの境界の地震 

 
②、⑥：M8 クラスの地震 プレート境界地震・海溝型地震 
①、③、④、⑤：M7 程度 首都直下地震 
 

 検討した地震の震度分布と津波波高等 
M7 クラスの地震（19 地震）、M8 クラスの海溝型地震（4 地震）及び、最大クラスの地

震・津波（3 地震（地震動 1 ケース））が発生した場合の震源分布・津波波高等を推計。 
 防災対策の検討対象とすべき地震及び津波（表 5） 
 検討した M7 クラスの 19 地震の位置図と震度分布（図 9） 
 対策の対象とした M8 クラスの海溝型地震（図 10） 
 首都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告の概要（表 6） 
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左：都心南部直下地震の震度分布 
右：検討した首都直下のＭ７クラスの地震の震度分布を重ね合わせた震度分布図 

地殻内（Mw6.8）、フィリピン海プレート内（Mw7.3）に一律に震源を想定した場合

の震度分布及び M7 クラスの 19 地震の震度分布を重ね合わせたもの 
 

資料：首都の M7 クラスの地震及び相模トラフ沿いの M8 クラスの地震等の震源断層モデルと震度分布・津波

高等に関する報告書 (図表集)P.120 より抜粋 

図 9 検討したＭ７クラスの１９地震の位置図と震度分布 
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各地震による沿岸での津波の高さ(市町村ごとの平均) 

 

 
各地震による沿岸での津波の高さ 

（太平洋沿岸部（島しょ部を除く）（50ｍメッシュ値）） 
資料：首都の M7 クラスの地震及び相模トラフ沿いの M8 クラスの地震等の震源断層モデルと震度分布・津波

高等に関する報告書 (図表集)P.120 より抜粋 
図 10 対象としたＭ８クラスの海溝型地震 
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高等に関する報告書 (図表集)P.120 より抜粋 
図 10 対象としたＭ８クラスの海溝型地震 
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 係留限界の把握 ４

平成 24、25 年度開催された「津波来襲時の航行安全対策に関する調査研究委員会」において、

係留動揺シミュレーション手法により、仮想桟橋に係留する大型危険物積載船（VLCC 及び LNG
船）及び一般船舶（10,000DWT 及び 3,000DWT）に対する津波の高さ、流速ごとの係留限界を

求めた結果は以下のとおりである。(表 7 参照) 

 
 清水港における津波シミュレーションの津波波形及び正弦波形（周期 5 分、10 分及び 15 分）

を用いて、津波高さと津波流速の組合せにより係留動揺シミュレーションを行い求めたところ、 
(イ）津波高さに津波流速の影響が加わると、係留限界の津波高さは低くなる。 
(ロ)周期が短い程、係留限界の値が小さくなり、津波高さのみならず急激な水位上昇が係留限界に

影響していることが判明した。 
 VLCC 及び大型 LNG 船において、津波波形では船首尾方向 3ｍ、正横方向１ｍで係留限界とな

り、正弦波形では周期 5 分で 1ｍ、周期 10 分で 2ｍ、周期 15 分で 3ｍが係留限界となった。 
 10,000DWT 及び 3,000DWT において、津波波形では船首尾方向 6ｍで係留限界となり、正弦

波形では、周期 5 分で 3ｍ、周期 10 分、15 分で 6ｍが係留限界となった。 
 津波の周期は、一般に数分ないし数 10 分であり、通常、震源に近い程短く（水位上昇が急激に

なる）、これから遠ざかるにつれて長くなる（水位上昇が緩やかになる）傾向がある。 
 例えば、南海トラフによる地震津波の場合、三大湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）は、震源から

遠くなり周期が長くなる（＝水位上昇が緩やかになる）ことから、係留限界が上記の値より大き

くなると推測される。 
 また、本シミュレーションは通常の係留状態での係留限界を求めたものであるので、係留索の

増し舫い、特にブレストライン、スプリングラインの増し取りや係留ドラムのブレーキの増し締

めは、係留限界を高めるために効果が期待できる。

 

右図は平成 15年度「津波が予想される場合

の船舶安全確保に関する調査研究報告書」にお

ける「Spring 切断に至る安全限界」である。 

通常の係留状態において、水位上昇と流圧が

同時にかかった場合の Spring 切断の限界値を

試算した。（津波周期 10分） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 11 Spring 切断に至る安全限界 

 モデル港（清水港）における津波シミュレーションの津波波形及び正弦波形による係留動揺

シミュレーションにおいて、津波高さに対する係留限界は、VLCC 及び大型 LNG 船では概ね１

～３ｍ程度まで、10,000DWT 及び 3,000DWT の船舶では概ね３～６ｍ程度であった。 
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 係駐限界の把握 ５

平成 24、25 年度開催された「津波来襲時の航行安全対策に関する調査研究委員会」において、

港内錨泊中の船舶が津波の来襲を受けた場合を想定し、津波の外力が船舶の錨による係駐力を超

えて船体が走錨状態となる係駐限界（津波の流速限界）を求めた結果は以下のとおりである。（表 
8、表 9 参照） 

また、関係式は式 2- 1、式 2- 2、設定条件は表 10 のとおりである。 

 

 

          表 8  津波による係駐限界流速              単位：ノット 

 

 
         表 9  振れ回りによる係駐限界流速            単位：ノット 

 

表中の（ ）は、他の条件との比較のために対象船舶 500DWT、AC14 型の錨の組合せの値を示しているが、

一般的に 500DWT クラスで AC14 型の錨を装備している船舶は少ない。  

錨泊中の船舶が津波の来襲を受けた場合の係駐限界の流速は、概ね３ﾉｯﾄから 6 ﾉｯﾄ程度、

振れ回りが 15度とした場合では概ね２ﾉｯﾄから４ﾉｯﾄ程度であった。 
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【係駐力の関係式】 

 
P（トン）：船の係駐力（=Fx となる津波流速 V を逆算する） 
ωa（トン）：アンカーの重さ 
λa：アンカーの把駐係数 
ωc（トン/m）：錨鎖 1m あたりの重さ 
λc：錨鎖の摩擦抵抗係数 
l（m）： 海底に横たわる錨鎖の長さ 

出典：操船通論（本田啓之輔） 

【流圧力の関係式】 

 
Fx（トン）：船体の正面にかかるの津波の流圧力 
Cxc：船体の縦方向流圧力係数 
ρc（kg・sec2/m4）：海水の密度（＝0.1248） 
Lpp（m）：垂線間長 
D（m）：喫水 
V（m/sec）：津波流速（=係駐限界となる流速） 
出典：Prediction of Wind and Current Loads On VLCCs（OCIMF） 

 

錨泊中の錨の特性については、錨に関する研究によると以下の現象が報告されている。 
 (a) 舶用アンカー（JIS 型）は、爪の長さの 10～20 倍程度の距離を海底移動した場合、ア 
ンカーが引っ繰り返って爪が上を向いてしまい、アンカーの把駐力係数が減少して走錨

状態になりやすい。(1) 
 (b) 舶用アンカー（AC14 型）等、適度な大きさのスタビライザーを有したアンカーでは、

アンカーがいかなる姿勢で海底上にあっても、爪の長さの 6 倍程度の距離を海底移動し

た場合、錨が海底に容易に貫入して安定し、最大把駐力状態が実現する。(2) 

 (c) 舶用アンカーの把駐力は、底質の種類及び強度にもよる。例えば、砂質の海底はアン

カーに対してごく常識的な低い最大把駐力を与えるにすぎず、粘土質の海底では土の締

まり具合により力学的な特性が大きく変わり、極端に効いたり、効かなかったりするこ

とがある。(3) 

≪参考文献≫ 

(1)浦 環、山本善之：アンカーの安定性に関する基礎的研究、日本造船学会論文集 Vol.140、1976 年、

p.279-285 

(2)浦 環、山本善之：アンカーの安定性に関する基礎的研究（第 3 報）、日本造船学会論文集 Vol.146、

1978 年、p.196-200 

(3)浦 環：はたしてアンカーは効くのか（第 1 回）、海技と受験 No.1、1981 年、p.34-39 

P=ωa・λa+ωc・λc・l      （式 2- 1） 

Fx=Cxc・（ρc／7600）・Lpp・D・V2    （式 2- 2） 
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 操船限界の目安 ６

津波が来襲した際、沖合に避難可能かどうかの判断の目安として、港内または港外の比較的浅

い海域で避難のため沖合に向け航行している船に及ぼす影響が重要である。津波の引き波の大き

さと喫水・水深によっては底触の可能性があるほか、操船に及ぼす影響として操縦性の低下と砕

波乗り切りの問題がある。 

 

(1)保針限界の目安と対応 

航行中の船が砕波に至 っていない津波に遭遇し、その流れを斜め船首から受ける場合、その回

転モーメントに対して舵によって対抗するとして、一般貨物船の針路保持が可能であるかの限界

について試算した結果を図 12 に示す。 

舵角については、保針に加え変針可能な余裕を確保することから、常用舵角 15 度としている。

流速については、同じ流速に対して船速が速いほど保針し易いことから、船速との相対比で比較

した。 

 

水深 lOm の海域に津波高 2m の津波が来襲したとすると流速は、1.98m/sec （約 3. 85 ノット）

に達するから、流速の 3倍の船速 l1.55 ノットでは、流向αが 7～8度を越えると、舵角 15 度で

は保針困難となる。波に対して斜めに直進している場合でも、通常、 船首がその針路の左右に数

度振れる。従って、この場合、船速を上げるとともに、できる限り流れ（津波の進行方向）に立

てて航行することが望ましい。 
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図 12 斜め流れに対する保針限界 

 

U ∙ H⁄   U ∶津波の流速 m/sec  ∶波面の静水面からの高さ m 	 
∶重力の加速度 9.8m/sec  H ∶ 	水深 m  

 

一般に漁船、プレジャーボート等の小型船は、旋回性能も良いので、一般貨物船より保針限界

が高いと思われるが、小型作業船や曳航中の小型曳船については、旋回性能が不十分で船速も遅

いことから、一般貨物船より保針限界が低いといえよう。 

特に、低速船については、砕波していない津波に遭遇した場合、津波を直角に乗り切るとして

も津波の流速によっては、対地速力を失い危険な状態に陥ることがある。 
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(2）小型船と砕波保針限界の目安 

①砕波発生条件 

小型船が沖合に向けて避難中に砕波している津波に遭遇した場合、操船が困難な状況に陥り、

砕波を横から受けると転覆の恐れが ある。日本海中部地震津波による小型船の転覆等の被害は砕

波によるものが多かった。 

従来、津波の砕波は、単に水深 25m 以深では起こらないとみられていたが、日本海中部地震津波

の観測・調査や模型実験により明らかになった津波第一波が砕波に至る諸条件を表 11 に示す。 

また、体験者によれば、津波の谷から山までの高さが水深の 7 割前後のところで津波が砕波に

至ったという。 

 

×：砕波発生しない           A   ： 観測・調査による 

○：砕波発生              B   ： 港湾技術研究所の模型実験による 

C   ： 港湾技術研究所の推定による 

 

表 11 砕波が発生する諸条件 

（砕波が発生する海底勾配とその距離・津波の高さ） 

 

海底勾配 1/200 で砕破が発生する津波周期 

 

海底勾配 1/200 で砕波が発生する水深 

 

 

上記砕波発生条件を勘案し、在泊漁港・マリーナ沖の砕波発生しない海域、漁業活動やレジャー

活動の海域付近で砕波発生しない海域を確認しておき、それらの海域までの距離（推定避難所要

時間）を把握しておくことが望ましい。但し、これらは砕波に至らない目安であるから、安全の

ためには、より深い海域、海底傾斜がより急な海域へ避難すべきであろう。 
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②砕波乗り切りの目安と対応 

砕波を乗り切る限度については、横から砕波を受けるものとした実験で、転覆しない限界砕波

高（谷から山の高さ）は、船の幅程度としている。小型船の L/B は 6程度であるから、船の長さ

の 0.2 倍程度の砕波高が限度ということである。 

実際には、砕波を乗り切ろうとして向かつて行く船は、初めから砕波を横から受ける操船はし

ないから、経験則としていわれている 0.5L の砕波高が妥当な限度の目安であろう。 

漁船の L,B,GT の相関の回帰式 L=10,OOOGT0.277、B=1,7l2GT0.272、により求めた 2.5～～25 トンの

漁船の総トン数、長さ、幅の関係は次表のようになる。 

 

表 12 漁船の総トン数、長さ、幅の関係 

 

 

0.5L の砕波高が限界とすると、2.5 トンの漁船で約 6m、20 トンの漁船で約 12m の高さの砕波ま

で凌げそうであるが、津波の流速を上回る船速が必要である。 

 

沖合に避難する際、砕波が発生しない海域までの所要時間と津波を乗り切る船速をあらかじめ

把握しておき、津波来襲推定所要時間や津波の兆候などと合わせて沖合避難の可否を検討する必

要がある。 

砕波に遭遇した場合、砕波の波峯線に直角に全力で乗り切ることが肝要であるが、船が砕波の

中に突っ込むと、甲板上に海水が落下して来るから、甲板上の開口部は全て密閉し、移動物を固

縛するなど荒天準備をする必要がある。また、乗組員は救命胴衣を着用し、転覆しても容易に脱

出できる場所で待機すべきである。 
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 津波情報 ７

 
7-1 気象庁の津波情報 

日本及びその周辺で地震が発生すると、気象庁では常時伝送されている地震計のデータを解析

し、速やかに緊急地震速報や津波警報・注意報、地震情報等を発表する。これらは地上回線によ

るオンラインや緊急防災情報ネットワーク等により防災機関や報道機関などに伝えられ、これら

の機関を通じて住民や船舶などに周知される。 
また、外国の地震による津波に対しては、ホノルルにある太平洋津波警報センター（ＰＴＷＣ）

と密接な連携をとりながら津波警報・注意報を発表。その他、日本海で発生する地震に伴う津波

について、予想される津波の高さ及びその到達予想時刻の情報を外国へ提供している。 
緊急地震速報や津波警報・注意報の発表は特に迅速を要することから、地震発生直後直ちに震

源、マグニチュードなどの解析・決定を自動的に行うことができるよう、本庁と大阪管区気象台

に地震活動等総合監視システム ＥＰＯＳ（Ｅarthquake Ｐhenomena Ｏbservation  
Ｓystem）を導入している。 

 
7-1-1 津波予報 
(1)津波予報の仕組み 

津波判定・予報伝達などを行う津波予報システムは、1952 年に制定された。 
1986 年までにデータ伝送網が整備され、1987 年には地震検知から震源計算までを完全に電子

計算機が自動処理する地震活動等総合監視システム（EPOS）が気象庁に導入された。1999 年に

は津波の数値シミュレーション技術を導入して、予想される津波の高さを具体的な数値で発表す

るとともに、津波予報区が 18 予報区から都道府県単位を基本とした 66 予報区に細分化され、量

的できめ細やかな津波予報が可能となった。 
また、2009 年には、札幌・仙台・東京（本庁）・大阪・福岡・沖縄の 6 カ所の津波予報実施官

署がそれぞれの区域を分担していた予報業務体制を東京と大阪の 2 中枢によって実施する体制に

変更した。 
津波予報は、あらかじめ、津波を発生させる可能性のある断層を設定して津波の数値シミュレ

ーションを行い、その結果を津波予報データベースとして蓄積し、実際に地震が発生した時は、

このデータベースから、発生した地震の位置や規模などに対応する予測結果を即座に検索するこ

とで、沿岸に対する津波警報・注意報の迅速な発表を実現している。 
 

(2)津波予報区と津波予報実施官署(津波予報中枢) 
気象庁は、津波警報・注意報を発表すると、全国の沿岸を６６に分けた津波予報区ごとに、予

想される津波の高さと到達予想時刻を周知する。これらの津波予報区は、地形により異なる津波

の現れ方の特徴を調査した上で、警報・注意報が発表されたときの自治体などの関係防災機関で

の緊急対応も考慮して設定されている。 
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7-1-2 津波予報及び津波情報 
(1) 津波予報の種類と内容 
 

 
資料：気象庁ＨＰ 

図 13 地震及び津波に関する情報 
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①津波警報・注意報 

津波による災害の発生が予想される場合に、地震が発生してから約 3 分（一部の地震につい

ては最速 2 分以内）を目標に津波警報（大津波、津波）または津波注意報が発表される。 
 

表 14 津波警報・注意報 

種
類 発表基準 

発表される津波の高さ
想定される被害と 
取るべき行動 数値での発表

（津波の高さ予想の区分）
巨大地震の場

合の発表 

大
津
波
警
報* 

予想される津波の
高さが高いところ
で３ｍを超える場
合。 

１０ｍ超
(10ｍ＜予想高さ) 

巨大 

木造家屋が全壊・流失
し、人は津波による流
れに巻き込まれます。
沿岸部や川沿いにい
る人は、ただちに高台
や避難ビルなど安全
な場所へ避難してく
ださい。 

１０ｍ
(5ｍ＜予想高さ≦10ｍ) 

５ｍ 
(3ｍ＜予想高さ≦5ｍ) 

津
波
警
報 

予想される津波の
高さが高いところ
で１ｍを超え、３ｍ
以下の場合。 

３ｍ 
(1ｍ＜予想高さ≦3ｍ) 高い 

標高の低いところで
は津波が襲い、浸水被
害が発生します。人は
津波による流れに巻
き込まれます。 
沿岸部や川沿いにい
る人は、ただちに高台
や避難ビルなど安全
な場所へ避難してく
ださい。 

津
波
注
意
報 

予想される津波の
高さが高いところ
で０．２ｍ以上、１
ｍ以下の場合であ
って、津波による災
害のおそれがある
場合。 

１ｍ 
(0.2ｍ≦予想高さ≦1ｍ) (表記しない)

海の中では人は速い
流れに巻き込まれ、ま
た、養殖いかだが流失
し小型船舶が転覆し
ます。 
海の中にいる人はた
だちに海から上がっ
て、海岸から離れてく
ださい。 

* 大津波警報は、特別警報に位置づけられている。気象庁は、平成２５年８月３０日（金）に「特別警報」の運
用を開始した。特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える現象に対して発表し、その発表基準は、地域の災
害対策を担う都道府県知事及び市町村長の意見を聴いて決めている。 

資料：気象庁ＨＰ 
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資料：気象庁ＨＰ 
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②津波予報 
地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容を津波予報で発表す

る。 
 

表 15 津波予報 
発表される場合 内容 

津波が予想されないとき 津波の心配なしの旨を地震情報に含めて発表します。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想さ

れたとき 

高いところでも 0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配はな

く、特段の防災対応の必要がない旨を発表します。 

津波注意報解除後も海面変動

が継続するとき 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可能性

が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては

十分な留意が必要である旨を発表します。 

資料：気象庁ＨＰ 
 

(2) 津波情報の種類と内容 
津波警報・注意報を発表した場合には、津波の到達予想時刻や予想される津波の高さなどを津

波情報で発表する。 
 

表 16 津波情報の種類と内容 
種類 内容 

津波到達予想時刻・ 予想される

津波の高さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予想時刻※や予想される津波の高

さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記載）を発表

します。 
※ この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっと

も早く津波が到達する時刻です。場所によっては、この時刻よりも

１時間以上遅れて津波が襲ってくることもあります。 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻・津波の到達予想時刻を発表します。 

津波観測に関する情報（＊１） 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表します。 

沖合の津波観測に関する情報

（＊２） 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値から推

定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報区単位で

発表します。 
（＊１）沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と

高さを発表。 
（＊２）沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測された最大波の観測時刻と

高さを観測点ごとに発表。また、これら沖合の観測値から推定される沿岸での推定値（第１波の推定到
達時刻、最大波の推定到達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表。 

資料：気象庁ＨＰ 
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7-1-3 津波予報・津波情報の伝達経路 

気象庁は地震による災害の軽減を図るため、地震と津波を 24 時間で監視し、その発生時には予

測や観測結果の情報を迅速に発表している。地震発生直後の地震及び津波の情報は、防災関係機

関の初動対応などに活用されている。 
また、災害対策基本法や気象業務法の定めにより、関係の機関や報道機関を通じて、住民、船舶

等に迅速に周知される。 

 
資料：気象庁 HP 

図 14 気象庁の地震・津波情報の伝達 
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(1) 地震データの収集 
①地震の監視 
全国 280 か所以上に設置した地震計や、（独）防災科学技術研究所等の関係機関の地震計のデー

タを集約して、地震の発生を 24 時間体制で監視している。また、地面の揺れの強さを測る震度計

を全国約 660 か所に設置し、地震発生時には、これらの震度計及び地方公共団体や（独）防災科

学技術研究所が設置した震度計のデータを集約（全国で合計約 4,700 か所）している。 
 
②緊急地震速報 
緊急地震速報は地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や

地震の規模（マグニチュード）を直ちに推測し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震

度を予測し、可能な限り素早く知らせる地震動の予報及び警報である。 
 
(2) 潮位データの収集 

全国約 80 か所に津波観測施設を設置しているほか、沖合での津波を観測するため国土交通

省港湾局が整備した GPS 波浪計も利用するなど、関係機関が設置している観測施設からもデ

ータも活用し、全国約 220 か所で津波の監視を行っている。 
 
(3) 津波予報、地震・震度情報の発表 

気象庁では、地震計のデータや津波監視に用いているデータを基に、地震活動等総合監視

システム EPOS（東京、大阪）により震源地とマグニチュード並びに津波の大きさを決定し、

予報文等を作成・発表する。 
 
(4) 防災気象情報の伝達 

津波警報・注意報等の防災気象情報は、国の防災機関・地方公共団体とともに、テレビ・

ラジオなどのマスメディアを通じて地域住民に伝えられ、災害の防止・軽減に役立てられて

いる。 
特に、地域における災害の防止・軽減に直接携わる市町村に対しては、都道府県などの行

政機関や NTT を通じて確実に情報伝達されるほか、インターネット、消防庁の J-ALERT（全

国瞬時警報システム）を通じても提供されるなど、様々な方法で伝えられている。 
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資料：気象庁パンフレット 
図 15 防災気象情報の伝達 

 
7-2 海上保安庁による津波情報の伝達 

海上保安庁は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法に基づき、防災業務の総合的か

つ計画的な実施を図るため、防災に関して執るべき措置等を海上保安庁防災業務計画に定めてお

り、同計画及び気象業務法に基づいて津波情報を伝達する。 
また、地震・津波に伴う航路標識の異常や漂流物情報についても航行警報として船舶に伝達さ

れる。 
なお、気象庁が発表する津波に関する情報は、「津波予報」と「地震・津波情報」に区分されて

いるが、その伝達については区分されていないので、特定する必要がある場合以外は、以下にこ

れらの情報を区別せず「津波情報」として取り扱うこととする。 
 

(1) 航行船舶への伝達 
 国際ＶＨＦ（津波情報は国際ＶＨＦ16 チャンネルにより緊急放送として通報） 
 NAVTEX 航行警報 
 日本航行警報 
 NAVAREA 航行警報 
 AIS（船舶自動識別装置）による情報提供 
 MICS（沿岸域情報提供システム）による情報提供 

 
(2) 在泊船舶への伝達 

 巡視船艇及び航空機を巡回させ、拡声器、たれ幕等により周知伝達する。 
 海上保安部署の職員が訪船または、船舶電話により伝達する。 

 
(3) 沿岸地域の住民、海水浴客等への伝達 

巡視船艇及び航空機を巡回させ、拡声器、たれ幕等により周知伝達する。 
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海上保安庁は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法に基づき、防災業務の総合的か

つ計画的な実施を図るため、防災に関して執るべき措置等を海上保安庁防災業務計画に定めてお

り、同計画及び気象業務法に基づいて津波情報を伝達する。 
また、地震・津波に伴う航路標識の異常や漂流物情報についても航行警報として船舶に伝達さ

れる。 
なお、気象庁が発表する津波に関する情報は、「津波予報」と「地震・津波情報」に区分されて

いるが、その伝達については区分されていないので、特定する必要がある場合以外は、以下にこ

れらの情報を区別せず「津波情報」として取り扱うこととする。 
 

(1) 航行船舶への伝達 
 国際ＶＨＦ（津波情報は国際ＶＨＦ16 チャンネルにより緊急放送として通報） 
 NAVTEX 航行警報 
 日本航行警報 
 NAVAREA 航行警報 
 AIS（船舶自動識別装置）による情報提供 
 MICS（沿岸域情報提供システム）による情報提供 

 
(2) 在泊船舶への伝達 

 巡視船艇及び航空機を巡回させ、拡声器、たれ幕等により周知伝達する。 
 海上保安部署の職員が訪船または、船舶電話により伝達する。 

 
(3) 沿岸地域の住民、海水浴客等への伝達 

巡視船艇及び航空機を巡回させ、拡声器、たれ幕等により周知伝達する。 
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(4) 関係者から船舶への伝達 

各海上保安部署から船舶代理店、主な漁業協同組合（漁業無線局）、マリーナ、マリンクラ

ブ、港湾工事安全協議会等の主な港湾海事関係者に伝達された津波情報は、これらの関係者・

関係団体を通じて電話、FAX、携帯電話、漁業無線、マリンバンド、工事用無線、訪船等によ

り船舶、各漁業協同組合（漁船）、港湾工事関係会社（工事船舶）、プレジャーボート等へ連

絡されることになる。 
 

(5) 地震情報の船舶への伝達 
気象庁が発表する地震発生情報のうち国内の沿岸部を含む地域で震度 5 弱以上の地震発生の

情報を入手した場合は、直ちに地震発生に伴う港湾施設への障害発生等のおそれについて

NAVTEX 航行警報、地域航行警報（管区本部が実施する地域航行警報に限る。）及び日本航行

警報で通報される。 
 

(6) 航路標識の異常、漂流物情報の伝達 
航路標識の異常や漂流物情報は、NAVARIA Ⅺ航行警報、NAVTEX 航行警報、地域航行警報

及び日本航行警報で通報される。情報はインターネットでも図示情報として周知される。 
 

7-3 地域防災関係機関の津波情報伝達 
気象庁から発表される津波情報は、都道府県、海上保安部、警察、消防、自衛隊、地方整備局、

報道機関、JR、NTT 等地域の防災に関わる各機関に伝達されるが、その情報を最終的に地域住民

に伝える機関は、市町村と放送機関である。 
なお、気象業務法第 23 条では、気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報を

してはならないとあるが、災害対策基本法第 56 条ならびに気象業務法施行令第 8 条により、津波

に関する気象庁の警報事項を適時に受けられない辺すうの市町村長及び津波に関する気象庁の警

報を適時にうけることができなくなった地の市町村長は、独自に津波警報を発表できる。 
 

7-3-1 沿岸市町村 
都道府県、警察署、NTT、報道機関から沿岸市町村に伝達された地震津波情報は、防災行政無

線・サイレン・半鐘・広報車により、沿岸地域の住民・海浜にいる人・船舶海事関係機関に伝達

される。 
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